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第
六
十
条
の
二
任
命
権
者
は
、
年
齢
一
（
新
設
）

②
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
一
②
条
件
附
採
用
に

は
、
人
事
院
規
則
で
定
め

プ
（
》
○

員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定

律
の
規
定
に
よ
り
退
職
（
臨
時
的
職

件
付
任
用
に
関
し
必
要
な
事
項

六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
こ
の
法

め
る
期
間
）
を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ

の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た

と
き
に
、
正
式
な
も
の
と
な
る
も
の

と
す
る
。

員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定

員
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
職

月
の
期
間
（
六
月
の
期
間
と
す
る
こ
一
月
を
下
ら
な
い
期
間

の
任
用
）

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 |茎

こ
え
る
期
間
を
要
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
人
事
院
規
則
で
こ
れ
を
定
め

条
件
附
採
用
期
間
で
あ
っ
て
六
月
を

と
す
る
。

を
勤
務
し
、
そ
の
問
そ

の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た

と
き
に
、
正
式
の
も
の
と
な
る
も
の

る
○

Ｉ

関
し
必
要
な
事
項
又
は
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務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当

官
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た

り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
、
常
時
勤

よ
り
、
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
当
該

前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従

自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上

退
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
人
事
院

邸
官
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
六
第

下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「

る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
者
（
以

三
項
各
号
に
掲
げ
る
隊
員
が
退
職
す

十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
退
職
（
自

隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六

齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
自
衛

条
第
二
項
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
年

以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
又
は
年

た
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
二

め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤

〕
春
｝
膣
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職
日
相
当
日
（
短
時
間
勤
務
の
官
職

を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要

短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
定
年
退

。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第

第
六
節
第
一
款
第
二
目
に
お
い
て
こ

規
則
で
定
め
る
官
職
（
第
四
項
及
び

六
十
年
以
上
退
職
者
又
は
自
衛
隊
法

れ
ら
の
官
職
を
「
指
定
職
」
と
い
う

政
執
行
法
人
の
官
職
と
し
て
人
事
院

占
め
る
官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
行

職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が

に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
年
齢

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す

法
律
別
表
第
十
一
に
規
定
す
る
指
定

こ
れ
ら
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

間
で
あ
る
官
職
を
い
う
。
以
下
こ
の

の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時

幅
を
生
蹴
る
間
巨
貝
の
一
週
調

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

油
時
間
勤
務
の
官
勵
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③’ ②’
当
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
以
外
の

勤
務
の
官
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相

退
職
者
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢

職
日
相
当
日
ま
で
と
す
る
。

六
十
年
以
上
退
職
者
の
う
ち
こ
れ
ら

条
第
二
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
二

過
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間

す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
次
項
及

り
で
な
い
。

び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経

の
任
期
は
、
採
用
の
日
か
ら
定
年
退

す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時

る
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定

め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
以
上

前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

－5－



④’

（
適
格
性
審
査
及
び
幹
部
候
補
者
名

簿
）

第
六
十
一
条
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は

、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
政
令

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任

定
職
以
外
の
常
時
勤
務
を
要
す
る
官

時
間
勤
務
職
員
を
、
指
定
職
又
は
指

務
の
官
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又

職
員
以
外
の
職
員
を
当
該
短
時
間
勤

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を

は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係

昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
当
該

る
定
年
退
職
日
相
当
日
を
経
過
し
て

用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
定
年
前
再

い
な
い
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
短

（
適
格
性
審
査
及
び
幹
部
候
補
者
名

簿
）

第
六
十
一
条
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は

、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
政
令
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で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
幹
部
職

（
自
衛
隊
法

第
三
十
条
の
二
第

一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
幹
部
職
を

含
む
。
第
二
号
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
属
す
る
官
職
（
同
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
衛
官
以

外
の
隊
員
が
占
め
る
職
を
含
む
。
次

項
及
び
第
六
十
一
条
の
十
一
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
標
準
職
務
遂
行

能
力
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務
遂
行

能
力
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の
審
査
（
以
下
「
適
格
性
審
査
」

と
い
う
。
）
を
公
正
に
行
う
も
の
と

す
る
。

一
幹
部
職
員
（
自
衛
隊
法
第
三
十

条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

る
幹
部
隊
員
を
含
む
。
次
号

及
び
第
六
十
一
条
の
九
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
幹
部
職

（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
条
の
二
第

一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
幹
部
職
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
属
す
る
官
職
（
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
自
衛
官
以

外
の
隊
員
が
占
め
る
職
を
含
む
。
次

項
及
び
第
六
十
一
条
の
十
一
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
標
準
職
務
遂
行

能
力
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務
遂
行

能
力
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の
審
査
（
以
下
「
適
格
性
審
査
」

と
い
う
。
）
を
公
正
に
行
う
も
の
と

す
る
。

一
幹
部
職
員
（
自
衛
隊
法
第
三
十

条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

る
幹
部
隊
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
六
十
一
条
の
九
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
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②
内
閣
総
理
大
臣
は
、
適
格
性
審
査

の
結
果
、
幹
部
職
に
属
す
る
官
職
に

係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
有
す
る

こ
と
を
確
認
し
た
者
に
つ
い
て
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載

へ

略
へ

略
…

②
内
閣
総
理
大
臣
は
、
適
格
性
審
査

の
結
果
、
幹
部
職
に
属
す
る
官
職
に

係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
有
す
る

こ
と
を
確
認
し
た
者
に
つ
い
て
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載

二
幹
部
職
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て

、
幹
部
職
の
職
責
を
担
う
に
ふ
さ

わ
し
い
能
力
を
有
す
る
と
見
込
ま

れ
る
者
と
し
て
任
命
権
者
（
自
衛

隊
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
隊
員
（
以
下
「
自
衛
隊
員

」
と
い
う
。
）
の
任
免
に
つ
い
て

権
限
を
有
す
る
者
を
含
む
。
第
三

項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
一
条
の

六
並
び
に
第
六
十
一
条
の
十
一
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
内
閣
総
理
大

臣
に
推
薦
し
た
者

三
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る

者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
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⑤
（
略
）

④
（
略
）

③
（
略
）

し
た
名
簿
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
幹
部
候
補
者
名
簿
」
と

い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る

０

⑤
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
各
項
の
規

定
に
よ
る
権
限
を
内
閣
官
房
長
官
に

委
任
す
る
。

④
内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
及

び
任
命
権
者
の
求
め
が
あ
る
場
合
そ

の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

は
随
時
、
適
格
性
審
査
を
行
い
、
幹

部
候
補
者
名
簿
を
更
新
す
る
も
の
と

す
る
。

③
内
閣
総
理
大
臣
は
、
任
命
権
者
の

求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
任
命
権

者
に
対
し
、
幹
部
候
補
者
名
簿
を
提

示
す
る
も
の
と
す
る
。

し
た
名
簿
（
以
下

「
幹
部
候
補
者
名
簿
」
と

い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る

0
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（

（
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長

官
と
の
協
議
に
基
づ
く
任
用
等
）

第
六
十
一
条
の
四
任
命
権
者
は
、
職

員
の
選
考
に
よ
る
採
用
、
昇
任
、
降

⑥
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
及

び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
政
令

は
、
人
事
院
の
意
見
を
聴
い
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

免
職
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

「
採
用
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場

合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣

任
を
除
く
。
）
並
び
に
幹
部
職
員
の

退
職
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る

。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
任
及
び
転

降
任
及
び
転
任
（
第
八
十
一
条
の
二
一
転
任
及
び
降
任
並
び
に

任
及
び
転
任
で
あ
っ
て
幹
部
職
へ
の

任
命
に
該
当
す
る
も
の
、
幹
部
職
員

の
幹
部
職
以
外
の
官
僚
へ
の
昇
任
、

（
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長

官
と
の
協
議
に
基
づ
く
任
用
等
）

第
六
十
一
条
の
四
任
命
権
者
は
、
職

員
の
選
考
に
よ
る
採
用
、
昇
任
、
転

⑥
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及

び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
政
令

は
、
人
事
院
の
意
見
を
聴
い
て
定
め

免
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
採
用
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場

合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣

幹
部
職
員
の

退
職
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る

。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

任
及
び
降
任
で
あ
っ
て
幹
部
職
へ
の

任
命
に
該
当
す
る
も
の
、
幹
部
職
員

の
幹
部
職
以
外
の
官
職
へ
の
昇
任
、

る
も
の
と
す
る
。
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③
（
略
）

②
（
略
）

及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
し
た
上

で
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

③
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
の
採
用
等
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房

長
官
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
遅
滞

な
く
、
当
該
採
用
等
に
つ
い
て
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣

総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協

議
し
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

②
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
災
害
そ

の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
及

び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
す
る
時
間

的
余
裕
が
な
い
と
き
は
、
任
命
権
者

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
協
議
を
行
う
こ
と
な
く
、
職
員

の
採
用
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
し
た
上

で
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

- 11 -



④
内
閣
総
理
大
臣
又
は
内
閣
官
房
長

官
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
適
切
な

人
事
管
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
命
権

者
に
対
し
、
幹
部
職
員
の
昇
任
、
降

降
任
及
び
転
任
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
昇
任
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協

議
が
調
っ
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は

、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
昇
任
等
を

行
う
も
の
と
す
る
。

Ｊ

１

任
、
転
任
、
退
職
及
び
免
職
（
第
八

十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
六
節
（
略
）

第
一
款
（
略
）

第
一
目
（
略
）

④

以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
昇
任
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
協

議
が
調
っ
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は

、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
昇
任
等
を

行
う
も
の
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
又
は
内
閣
官
房
長

官
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
適
切
な

人
事
管
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
命
権

者
に
対
し
、
幹
部
職
員
の
昇
任
、
転

任
、
降
任
、
退
職
及
び
免
職
（

0

第
六
節
分
限
、
懲
戒
及
び

保
障

第
一
款
分
限

第
一
目
降
任
、
休
職

、
免
職
等

－ 12－



第
九
条
（
略
）
第
九
条
（
略
）

、
法
務
大
臣
は
、
検
事
正
の
職
に
あ
（
新
設
）

第
二
十
五
条
（
略
）

１
１

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
三
条
の

場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反

し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職
務
を
停

止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

’

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

る
降
任
等
）

第
八
十
一
条
の
二
任
命
権
者
は
、
管
（
新
設
）

理
監
督
職
二
般
職
の
職
員
の
給
与

②
職
員
は
、
こ
の
法
律
又
は
人
事
院

規
則
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と

き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
保
障
）

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
又
は
人

事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

時
弟
二
［
日

:'

②
職
員
は
、
人
事
院

規
則
の
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と

き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
保
障
）

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
又
は
人

事
院
規
則
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
新
設
）

- 13-



１
１

面
｝
～
（
６

第
二
十
一

’
一
哩
・
一
巳

311到＠ 第
十
条
（
略
）

②
前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

と
き
は
、
他
の
職
に
補
す
る
も
の
と

す
る

③
～
⑦
（
略
）

⑧
（
略
）

に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。 齢

が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

用
す
ス
￥

が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

規
定
は
、
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
準

る
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

〆～

略
～一一

条
（
略
）

略
へ

略
、一

第
二
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

②
（
略
）

第
十
条
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

②
（
略
）

（
新
設
）

い
る
職
員
に
つ
い
て
、
異
動
期
間
（

理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
て

達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
に

当
該
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に

お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
ま
で
の
間

職
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

そ
の
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
管

お
い
て
同
じ
。
）
を
占
め
る
職
員
で

幟
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

占
め
る
官
職
そ
の
他
の
そ
の
職
務
と

目
及
び
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
に

が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ

責
任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠

に
規
定
す
る
官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず

療
所
そ
の
他
の
国
の
部
局
又
は
機
関

り
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

官
職
の
う
ち
、
病
院
、
療
養
所
、
診

に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
が

る
官
職
並
び
に
指
定
職
（
こ
れ
ら
の

る
官
職
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
第
一
項

- 14-



合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

転
任
を
し
た
場
合
又
は
第
八
十
一
条

員
を
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
引

規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
つ
い
て
他

。
）
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場

、
異
動
期
間
に
、
こ
の
法
律
の
他
の

転
任
に
限
る
。
同
項
に
お
い
て
同
じ

督
職
以
外
の
官
職
又
は
管
理
監
督
職

官
職
を
「
他
の
官
職
」
と
い
う
。
）

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢

を
超
え
る
管
理
監
督
職
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
管
理
監

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
以
下
こ
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

の
官
職
へ
の
昇
任
、
降
任
若
し
く
は

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
延

じ
。
）
（
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

へ
の
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う

- 15-



⑨

②’
務
上
限
年
齢
は
、
当
該
各
号
に
定
め

職
を
占
め
る
職
員
の
管
理
監
督
職
勤

齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ

る
年
齢
と
す
る
。

し
一
一

一

規
則
で
定
め
る
年
齢

督
職
年
齢
六
十
二
年

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院

監
督
職

当
と
認
め
ら
れ
る
管
理
監
督
職
と

監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
を
年
齢
六

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
管
理

性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充

ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理
監

前
項
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理

ほ
か

こ
れ
に
準
ず
る
管
理
監
督
職
の
う

一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
及
び

前
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督
職
の

国
家
行
政
組
織
法
第
十
八
条
第

次
の
各
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督

そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊

六
十
年
を
超
え
六
十
四

〆

I
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②第
九

『

）

⑥条

(了)’⑧
（
略
）

② 第
十
条
（
略
）

す
る
一
一
と
が
で
き
な
い
ゞ

規
定
は
、
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
準

に
達
し
た
検
事
を
検
事
正
の
職
に
補

法
務
大
臣
は
、
年
齢
が
六
十
三
年

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

へ

略

へ

略
一

第
十
条
（
略
）

（
新
設
）

②
（
略
）

第
九
条
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
採
（
新
設
）

用
し
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転

’③
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
他
の

の
翌
日
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
を

さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他

’
た
場
合
に
お
け
る
異
動
期
間
の
末
日

任
し
よ
う
と
す
る
管
理
監
督
職
に
係

規
則
で
定
め
る
。

等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院

事
項
そ
の
他
の
他
の
官
職
へ
の
降
任

権
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る

理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し

し
て
い
る
者
を
、
そ
の
者
が
当
該
管

官
職
へ
の
降
任
又
は
転
任
（
以
下
こ

る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達

の
官
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
）

い
て
「
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
」
と

の
目
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お

い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
任
命

（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
）

－ 17 －



②｜
’
第
二
十
条
（
略
）

③
（
略
）

第
九
条
（
略
）

②
（
略
）

句

､9

、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
任
命
す

命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か

用
す
る
ゞ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は

前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か

②
（
略
）

第
二
十
条
（
略
）

（
新
設
）

第
九
条

（
新
設
）

（
新
設
）

へ

略
一

’
第
八
十
一
条
の
五
任
命
権
者
は
、
他
一
（
新
設
）

第
八
十
一
条
の
四
前
二
条
の
規
定
は

監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、

用
の
制
限
の
特
例
）

る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任

に
は
適
用
し
な
い
。

り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

の
官
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
後
、
当
該
管
理
監
督
職
に
採
用
し

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

（
適
用
除
外
）

臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ

昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す’ ‘

幸
劫
設
）

－ 18－



（
略
）

（
８
－
１
漣

-

4)
了
、

J

71 ）

第
十
条
（
略
）

(31
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る 達
し
た
と
き
に
占
め
て
い
た
職
を
占

続
き
当
該
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に

六
卜
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
Ｌ

当
該
検
事
を
他
の
職
に
補
す
る
こ
し
一

付
上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

認
め
る
と
き
は
、
当
該
検
事
が
年
齢

で
期
限
を
定
め
、
当
該
検
事
を
引
き

て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下

に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障

か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
検
事

に
つ
い
て
、
当
該
検
事
の
職
務
の
遂

い
ー

･フ

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
一
‐
準
則
一
、
と

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

へ

略
～一

）
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と

（
新
設
）

②
（
略
）

第
十
条
（
略
）

（
新
設
）

－’ め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

｜
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
（
以

。
）
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、

引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め

末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で

貝
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
動
期
間
の

る
職
員
に
、
当
該
管
理
監
督
職
を
占

年
退
職
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
定

の
期
間
内
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る

し
」
き
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理

い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
次
条
第

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

職
員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に

が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と

特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障

当
該
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
の
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｜
又
は
検
事
長
を
引
き
続
き
年
齢
六
卜

用
す
る
。

③
（
略
）

5'| －
ｊ

（
ｇ
～
（
』

第
二
十
二
条
（
略
）

当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
職
務

次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
、

規
定
は
、
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
準

検
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務

齢
六
卜
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か

、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
が
年

ら
ず
、
年
齢
が
六
卜
三
年
に
達
し
た

ｌ

『

内
で
期
限
を
定
い
、
当
該
次
長
検
事

め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
内
閣
が
定

て
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
を

ら
起
算
し
て
年
を
超
え
な
い
範
開

の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

の
遂
行
こ
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し

二
年
に
達
し
た
と
き
に
占
め
て
い
た

内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

へ

略
…

第
二
十
二
条

（
新
設
）

（
新
設
）

②
（
略
）

へ

略
、一

二’
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
、
当
該
管

ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則

で
定
め
る
事
由

と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
他
の
官

理
監
督
職
の
欠
員
の
補
充
が
困
難

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め

当
該
職
員
の
職
務
の
特
殊
性
を

－20－



‘』)’ 第
九
条

一
と
。
（
＠

る
こ
と
が
で
き
る

』

１

６
～
↓
哩
（
略
）

る
こ
と
が
で
き
る
〈
↓

⑤
～
⑦
（
略
）

⑧
（
略
）

由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き

来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事

宮
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ

検
事
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限

規
定
す
る
退
官
す
響
へ
き
期
日
が
あ
る

ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す

は
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
い

し
て
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
そ

の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
期
限
が
到

の
翌
日
か
ら
当
該
退
官
す
。
へ
き
期
日

の
範
囲
内
に
第
二
十
二
条
第
一
項
に

法
務
大
臣
は
、
前
項
又
は
こ
の
項

延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算

へ 〆へ

略略
、一ー

（
新
設
）

②
（
略
）

第
九
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

〆ヘ

略
一

②’
当
該
異
動
期
間
の
末
日
は
、
当
該
職

動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
更
に
延
長
さ
れ
る

期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職

あ
っ
て
は
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動

期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ

含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督

間
内
に
定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に

職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
前
項

認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動

て
同
じ
。
）
で
延
長
さ
れ
た
当
該
異

日
ま
で
の
期
間
内
。
第
四
項
に
お
い

る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を

の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら

一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
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規
定
は
、
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
唯

川
す
る
ゞ

③
（
略
）

gl 第
十
条
（
略
）

⑥’ 第
二
十
二
条
（
略
）

、
～
⑤
（
略
）

る
こ
と
か
で
き
る
．

唾
・
８
（
略
）

定
に
よ
り
延
長
し
た
期
限
が
到
来
す

内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
延

引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が

事
長
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限

囲
内
に
第
項
に
規
定
す
る
退
官
す

ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す

の
翌
日
か
ら
当
該
退
官
す
函
へ
き
期
日

へ
き
期
日
が
あ
る
次
長
検
事
又
は
検

前
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

内
閣
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
そ
の
範

②
（
略
）

第
十
条
（
略
）

（
新
設
）

第
二
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）

年
劫
設
）

（
新
設
）

て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

○

動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異

－22－



’③
任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に

難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

督
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り

れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定

を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
職

特
別
の
事
情
が
あ
る
管
理
監
督
職
と

が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
（
指
定
職

職
群
（
職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら

る
管
理
監
督
職
の
欠
員
の
補
充
が
困

ら
の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理
監

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ

よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職

の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督

で
き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
官
職
へ

当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す

－23－



’④
任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は

内
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引

督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す

職
員
を
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間

め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監

き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
て

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（

め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該

に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か

前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と
認

期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管

る
こ
と
が
で
き
る
。

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に

め
る
と
き
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て

い
る
職
員
に
当
該
管
理
監
督
職
を
占

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職

－24－



第
九
条
（
略
）

②
～
⑦
（
略
）

⑤
（
略
）

第
十
条
（
略
）

一
②
｝
（
略
）

－
８
’
（
略
）

第
二
十
二
条
（
略
）

第
二
十
二
条
（
略
）

第
十
条
（
略
）

（
新
設
）

②
（
略
）

第
九
条
（
略
）

（
新
設
）

②
（
略
）

’⑤
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

降
任
又
は
転
任
に
関
し
必
要
な
事
項

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ

起算して一年を超えない期間内事院の承認を得て、延長された

当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら

延
長
及
び
当
該
延
長
に
係
る
職
員
の

き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人

さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ

項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長

項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
前
三

は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
の

れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に

く
。
）
、
又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の

に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
（

つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
引

－25－



退
官
す
る
。

②
～
８
（
略
）

1ワ
、こ

く
J

⑧

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

へ

略
一

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他

し
た
時
に
退
官
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達

口

’②
前
項
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
五
年
一
②
前
項
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と

第
八
十
一
条
の
六
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

項
に
お
い
て
「
定
年
退
職
日
」
と
い

う
。
）
に
退
職
す
る
。

定
年
を
年
齢
六
十
五
年
と
す
る
こ
と

任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
一
る
職
員
の
定
年
は
、
当
該
各
号
に
定

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
職
務
と
責

か
早
い
日
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
一
か
早
い
日
（
以
下

の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
一
め
る
年
齢
と
す
る
。

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

続
弟
三
目

定
年
に
よ
る

退
職
等

’ 第
八
十
一
条
の
二
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

一’ す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

州
「
定
年
退
職
日
」
と
い

う
。
）
に
退
職
す
る
。

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
等
で

第
二
目
定
年

－26－



③
（
略
）

で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
と
す

ｌ
ブ
（
》
○

定
め
る
職
員
の
定
年
は
、
六
十
五
年

を
超
え
七
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

職
を
占
め
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
そ

が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官

の
他
の
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で

③
前
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
的
職
員

そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め

て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務

を
要
し
な
い
官
職
を
占
め
る
職
員
に

三’ 二’

ｌ
る
も
の

ｌもの齢
六
十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
定
年
を
年

務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
年

院
規
則
で
定
め
る
年
齢

あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困

齢
六
十
五
年

め
る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め

五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
を
占

び
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
す

る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る

人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
勤

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か

庁
舎
の
監
視
そ
の
他
の
庁
務
及

そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が

年
齢
六
十
三
年

六
十
年
を
超
え
、
六
十 ’

－27－



②’ 第
二
卜
二
条
（
略
）

職
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
を

達
し
た
日
一
と
、
「
を
当
該
定
年
退

退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に

長
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ

当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
に
お

は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
定
年

ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ

あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管

間
を
含
む
』
）
を
延
長
し
た
職
員
で

八
十
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ

い
て
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第

で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合

の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま

い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項

条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事

第
二
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
引

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当
該
定

。
た
だ
し
、
第
八
十
一
条
の
五
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

由
が
あ
る
と
認
め
る

る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
一
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

と
き
は
、
同
項
一
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き

続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

務
の
特
殊
性
又
は
そ
の
職
員
の
職
務

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
当
該

画

は
適
用
し
な
い
。

そ
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職

の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
か
ら
み
て

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）‘l

l
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限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
一

た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
一

勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
職
員

理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
円

勤
務
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て

で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る

続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
内

を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き

で
あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お

定
す
る
期
限
は
、
当
該
職
員
が
年
齢

替
え
て
適
用
す
る
こ
の
項
本
文
に
規

は
検
事
長
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
期
限

こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得

第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事

閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し

い
て
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又

六
卜
三
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項

一
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
卜

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

｡ 定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を

動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異

院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が

延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続

長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職

き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事

延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て

て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

－二’
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ

務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し

職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
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③’
院
規
則
で
と
あ
る
の
は
「
内
閣
が

承
認
を
得
て
と
あ
る
の
は
「
内
閣

貝
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
防

項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職

年
に
達
し
た
日
（
検
察
庁
法
第
二
十

間
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
が
定

号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同

て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

Ⅱ
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職

え
て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規

｜
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る

た
日
）
と
し
、
同
条
第
‐
一
項
第
一

定
す
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ

｜
を
当
該
定
年
退
職
日
」

公
務
員
法
第
八
卜
｜
条
の
七
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
項

つ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し

の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、

と
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
院
の

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
国
家

と
あ
る
の

全
勅
設
）

職
員
の
退
職
に
よ
り
、
当
該
職
員

務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
、
当
該

職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

が
占
め
る
官
職
の
欠
員
の
補
充
が

規
則
で
定
め
る
事
由

困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の

認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院

運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

ノ
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ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間

卜
↓
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

は
一
‐
を
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た

規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で

を
含
む
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ

当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で

監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い

ｕ
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八

あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ

で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
｛
こ
れ

と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限

と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た

て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
」

と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
九
条
第

ま
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理

１
１検

事
正
又
は
上
席
検
察
官
と
し
て
勤

を
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
．
以
下
こ
の
項

三
項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理

に
お
い
て
同
ｒ
黙
）
の
規
定
に
よ
り
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合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ

’

'1] 条
第
三
項
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ

係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書

占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に

几
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

る
の
は
「
準
則
」
と
、
同
条
第
二
項

し
た
日
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同

う
）
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
も

あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い

務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
検
事
で

る
こ
の
項
本
文
に
規
定
す
る
期
限
は

る
準
則
（
以
下
単
に
「
準
則
」
と
い

る
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
め

よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
と

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

の
と
し
、
同
法
第
二
ト
ー
条
第
一
一
一
項

て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
場

て
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を

当
該
職
員
が
年
齢
六
卜
三
年
に
達

「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ

－32－



の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

⑳
～
８
（
略
）

(21 第
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職

察
庁
法
第
一
卜
一
条
第
三
項
の
規
定

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
検
事
に
あ
っ

る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
検

に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ

に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項

一
ｉ
』
は
、
年
齢
が
六
卜
三
年
に
達
し
た

日
）
」
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号

長
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
‐
丁

は
、
同
条
第
項
中
「
に
係
る
定
年

検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事

’
二
条
（
略
）

条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

第
二
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

き
あ
る
と
認
め
る

前
項
の
事
由

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

き
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
十
分
な
理

が
引
き
続
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達
し
た
日
」
、
と
、
「
を
当
該
定
年
退

当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
に
お

職
日
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
を

退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に

ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
三

八
１
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項

あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管

間
を
含
む
ゞ
）
を
延
長
し
た
職
員
で

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

’
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
っ

い
て
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第

た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期

限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管

で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る

で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合

の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま

理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日

い
て
は
、
同
条
第
項
又
は
第
二
項

よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て

こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得

一
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た

を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え

は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理

だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
き
は
、
人
事
院
の
承
認

一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日

由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認

を
得
て
、

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
蝋
員

勤
務
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

’
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
内

を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き

で
あ
っ
て
、
定
年
に
達
Ｉ
し
た
日
に
お

は
検
事
長
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
期
限

定
す
る
期
限
は
、
当
該
職
員
が
年
齢

替
え
て
適
用
す
る
こ
の
項
本
文
に
規

閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し

い
て
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て

第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又

院
規
則
で
と
あ
る
の
は
「
内
閣
が

六
十
三
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項

て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
砧

項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職

承
認
を
得
て
』
と
あ
る
の
は
「
内
閣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同

Ⅲ
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職

同
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

と
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
院
の

－35 －



③’
定
す
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ

え
て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規

号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

年
に
達
し
た
日
（
検
察
庁
法
第
二
卜

間
の
末
Ⅱ
）
」
と
あ
る
の
は
「
が
定

中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る

た
日
）
」
と
し
、
同
条
捨
売
項
第
一
↓

監
督
幟
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い

卜
｜
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
主

は
「
を
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た

公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
七
の
規
定

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

を
含
む
〆
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ

ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間

で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ

日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八

の適用については、同条第一項のは「が定年に達した日」と

っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理

つ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
１

「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
国
家

（
一
新
設
）

－36－



合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ

務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
検
事
で

占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い

て
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を

に
お
い
て
同
じ
‐
）
の
規
定
に
よ
り

検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
と
し
て
勤

規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で

九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
と
し

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

を
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準

と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
九
条
第

監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
」

は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理

と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た

あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ

当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で

と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限

て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
場

て
は
、
同
条
第
項
又
は
第
二
項
の

項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

－ 37－



の
と
し
、
同
法
第
二
卜
二
条
第
三
項

条
第
三
項
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ

該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職

中
「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ

察
庁
法
第
二
Ｉ
一
条
第
三
項
の
規
定

係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書

よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
一
に

う
§
）
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
も

る
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
駒

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
検
事
に
あ
つ

る
の
は
「
準
則
」
と
、
同
条
第
二
項

し
た
日
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同

る
こ
の
項
本
文
に
規
定
す
る
期
限
は

る
準
則
（
以
下
単
に
「
準
則
」
と
い

る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
の
は
一
が
定
年
に
達
し
た
日
（
検

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項

に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
と
あ

に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当

て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た

当
該
職
員
が
年
齢
六
十
三
年
に
達

－38－



の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
α

④
～
⑧
（
略
）

S| 第
二
十
一

②
～
⑦

事
へ
の
任
命
を
行
う
に
当
た
っ
て
法

日
）
」
・
と
し
、
同
楽
森
弟
ゞ
項
曇
弱
一
百
百

第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

る
事
項
そ
の
他
の
検
事
へ
任
命
す
る

諾
大
臣
が
遵
守
す
識
へ
き
基
準
に
関
す

訓
ら
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
卜
三
年

臣
が
定
め
る
準
則
で
、
第
五
項
及
び

の
ほ
か
‐
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検

ぴ
職
を
占
駒
た
ま
ま
勤
務
す
べ
き
期

に
達
し
た
と
き
に
占
め
て
い
た
官
及

こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
は
法
務
大

第
四
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の

条戸

略
へ

略
一

第
二
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

へ、

新
設
一ロ

’③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し

幸
勅
設
）

－39－



限
の
延
長
に
関
し
必
要
な
事
項
は
内

閣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
《

（
削
る
）

第
八
十
一
条
の
四
任
命
権
者
は
、
第

八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
退
職
し
た
者
若
し
く
は
前
条
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

若
し
く
は
定
年
退
職
日
以
前
に
退
職

し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
等
を
考
盧

し
て
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
以
下
「

定
年
退
職
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は

自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た

者
で
あ
っ
て
定
年
退
職
者
等
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
自
衛
隊
法

に
よ
る
定
年
退
職
者
等
」
と
い
う
。

）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
等
に
基
づ

く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務

を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
そ
の

－40－



《

｜
へ

削
る
…

第
八
十
一
条
の
五

③ ②
績
等
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め

年
退
職
者
等
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る

定
年
退
職
者
等
を
、
従
前
の
勤
務
実

年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後
に

お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
以
前

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
は
、
そ
の
末
日
は
、
そ
の
者
が

院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

る
こ
と
が
で
き
る

に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
人
事

者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係

る
定
年
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す

短
時
間
勤
務
の
官
職
（
当
該
官
職

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
に
つ

前
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定

任
命
権
者
は
、
定

一

年

-41 -



③
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
つ
い
て
は

②
者
に
限
り
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合

職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は

常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時
間
で

占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通

要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短

時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
も
の
を

よ
る
定
年
退
職
者
等
の
う
ち
第
八
十

あ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い

き
る
。

通
常
の
勤
務
時
間
が
、
常
時
勤
務
を

を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の

る
0
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す

の
当
該
官
職
に
係
る
定
年
に
達
し
た

て
同
じ
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で

一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
年
退
職
者
等
及
び
自
衛
隊
法
に

前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

前
条
第

－42－
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第
八
十

一
条
の
八
（
略
）

第
八
十
一
条
の
六
内
閣
総
理
大
臣
は

、

職
員
の
定
年
に
関
す
る
事
務
の
適

正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
各
行

政
機
関
が
行
う
当
該
事
務
の
運
営
に

関
し
必
要
な
調
整
を
行
う
ほ
か
、
職

員
の
定
年
に
関
す
る
制
度
の
実
施
に

関
す
る
施
策
を
調
査
研
究
し
、
そ
の

権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
切

な
方
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



②
職
員
が
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

じ
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
、

地
方
公
務
員
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金

融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事

務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を

有
す
る
法
人
の
う
ち
人
事
院
規
則
で

定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
職
国
家

公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た

め
退
職
し
、
引
き
続
き
特
別
職
国
家

公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引

き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て

一

一

一

へ

略
…

一

一

へ

略
…

②
職
員
が
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応

じ
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
、

地
方
公
務
員
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金

融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事

務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を

有
す
る
法
人
の
う
ち
人
事
院
規
則
で

定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
職
国
家

公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た

め
退
職
し
、
引
き
続
き
特
別
職
国
家

公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引

き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

く
訓
令
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
く
規
則
を
含
む
。
）
に
違

反
し
た
場
合

二
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又

は
職
務
を
怠
っ
た
場
合

三
国
民
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場

《
ロ

－44－



職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
（
一

の
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在

職
し
た
後
、
引
き
続
き
一
以
上
の
特

別
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し

、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と

し
て
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職

ま
で
の
引
き
続
く
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
（
当
該
退
職
前
に
同
様
の
退

職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
先
の

退
職
」
と
い
う
。
）
、
特
別
職
国
家

公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
及
び
職
員

と
し
て
の
採
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
先
の
退
職
ま
で
の
引
き
続
く
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
請
に
応
じ

た
退
職
前
の
在
職
期
間
」
と
い
う
。

）
中
に
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し

、
同
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
が
、
年
齢
六
十
年

職
員
と
じ
て
採
用
さ
れ
た
場
合
（
一

の
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在

職
し
た
後
、
引
き
続
き
一
以
上
の
特

別
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し

、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と

し
て
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職

ま
で
の
引
き
続
く
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
（
当
該
退
職
前
に
同
様
の
退

職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
先
の

退
職
」
と
い
う
。
）
、
特
別
職
国
家

公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
及
び
職
員

と
し
て
の
採
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
先
の
退
職
ま
で
の
引
き
続
く
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
請
に
応
じ

た
退
職
前
の
在
職
期
間
」
と
い
う
。

）
中
に
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し

同
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
が
、
第
八
十
一
条
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【
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附

則
第
六
条
の
新
設
】

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処

分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意

降
任
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
該
一
降
任
し

降
任
等
に
伴
う
降
給
を
除
く
。
）

当
す
る
降
任
を
除
く
。
）
、
休
職
若

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
在

職
し
て
い
た
期
間
中
に
前
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

し
く
は
免
職
を
し
、

な
っ
た
日
ま
で
の
引
き
続
く
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
（
要
請
に
応
じ
た

退
職
前
の
在
職
期
間
を
含
む
。
）
又

に
反
し
て
、
降
給
（
他
の
官
職
へ
の
一
に
反
し
て
、
降
給
し

の
規
定ｌ

に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
定
年
前

は
第
六
十
条
の
二
第
一
項

以
上
退
職
者

ｌ

そ
の
他
職
員
に と

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処

分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意

職
員
と
し
て
在

職
し
て
い
た
期
間
中
に
前
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
定
年
退
職
者
等
と

な
っ
た
日
ま
で
の
引
き
続
く
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
（
要
請
に
応
じ
た

退
職
前
の
在
職
期
間
を
含
む
。
）
又

は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定Ｉ

に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て

は
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く

の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五

ｌ

免
職
し
、
そ
の
他
こ
れ
に

休
職
し

－46－



第
一
条
こ
の
法
律

③
（
略
）

②
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
著
し
く

不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
と

思
料
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
説
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

対
し
著
し
く

不
利
益
な
処
分

を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
行
う

者
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
処

分
の
際
、
当
該
処
分
の
事
由
を
記
載

し
た
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

プ
（
四
○

附

則

第
一
条
こ
の
法
律
中
附
則
第
二
条
の

③
第
一
項
の
説
明
書
に
は
、
当
該
処

分
に
つ
き
、
人
事
院
に
対
し
て
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
い
ち
じ

る
し
く
不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
と

思
料
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
説
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

対
し
い
ち
じ
る
し
く
不
利
益
な
処
分

を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
わ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
を
行
う

者
は
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
そ
の
処

分
の
際
、
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た

説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
0

b，
0

附

則
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第
二
条
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

大
学
学
部
に
は
、
旧
大
学
令
（
大
正

七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
規

（
削
る
）

へ

削
る
…

は
、
昭
和

二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら

施

行
す
る
。

②
～
⑩

第
三
条
第
五
条
第
五
項
に
い
う

大
学
学
部
に
は
、
旧
大
学
令
（
大
正

七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ

第
二
条
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
の
下

②
こ
の
法
律
中
人
事
院
及
び
服
務
に

関
す
る
規
定
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
罰

則
及
び
附
則
の
規
定
を
含
む
。
）
以

外
の
規
定
は
、
法
律
、
人
事
院
規
則

又
は
人
事
院
指
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
実
行
の
可
能
な
限
度
に
お

い
て
、
逐
次
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

に 日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
、
昭
和

二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
施

行
す
る
。

規
定
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一

臨
時
人
事
委
員
会
を
置
く
。
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
十
一
条

第
十
条

第
九
条

第
八
条

第
七
条

第
六
条

第
五
条

第
四
条



第
三
十
一
条

条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
即

ま
で
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十

五
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び

第
四
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

I
基
づ
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た

も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に

第
十
五

第
三
十
二
条
の
二

| 条
五
条

の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に

基
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た

も
の
と
す
る
。 ‘

第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条

及
び
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十

こ
の
法
律
第
十
五

｜
職
員
で
あ
っ
た
者
で
同
条
の
規
定
の

第
四
条
職
員
に

関
し
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性

に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例
を

第
五
条
こ
の
法
律
の
各
規
定
の
施

行
又
は
適
用
の
際
現
に
効
力
を
有

す
る
政
府
職
員
に
関
す
る
法
令
の
規

定
の
改
廃
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
に
、
こ
の
法
律
の
規

定
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
必
要
な

’
施
行
前
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
も

適
用
す
る
。

は
、
政
令
）
を
も
っ
て
、
当
該
特
例

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
特
例
は
、
第
一

条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

要
す
る
場
合
に
は
、
別
に
法

律
又
は
人
事
院
規
則
（
人
事
院
の
所

掌
す
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て

は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に

関
し
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性

に
基
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例
を

第
十
四
条
こ
の
法
律
の
各
規
定
施
行

又
は
適
用
の
際
、
現
に
効
力
を
有

す
る
政
府
職
員
に
関
す
る
法
令
の
規

定
の
改
廃
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
に
、
こ
の
法
律
の
規

定
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
、
必
要
な

’
職
員
で
あ
っ
た
者
で
同
条
の
規
定
施

行
前
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
も

、
そ
の
特
例
は
、
こ
の
法
律
第
一

要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に
法

律
又
は
人
事
院
規
則
（
人
事
院
の
所

掌
す
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て

条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し

は
、
政
令
）
を
以
て
、
こ
れ

こ
れ
を
適
用
す
る
。

庁『、
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第
六
条
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
、
労
働

関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律

第
二
十
五
号
）
、
労
働
基
準
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

号
）
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四

年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
じ
ん
肺

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号

（
削
る
）

経
過
的
特
例
そ
の
他
の
事
項
は
、
法

律
又
は
人
事
院
規
則
で
定
め

プ
（
》
０

第
十
六
条
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
、
労
働

関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律

第
二
十
五
号
）
、
労
働
基
準
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

号
）
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四

年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
じ
ん
肺

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号

第
十
五
条
人
事
院
は
、
昭
和
二
十
六

年
七
月
一
日
前
に
お
い
て
は
、
都
道

府
県
、
市
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の

人
事
機
関
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
原
則
に
沿
っ
て
設
置
さ

れ
、
且
つ
、
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
協

力
し
、
及
び
技
術
的
助
言
を
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

経
過
的
特
例
そ
の
他
の
事
項
は
、
法

律
又
は
人
事
院
規
則
で
こ
れ
を
定
め

る
。
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’
第
七
条
第
百
八
条
の
六
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の

労
働
関
係
の
実
態
に
鑑
み
、
労

働
関
係
の
適
正
化
を
促
進
し
、
も
っ

て
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
資
す
る

た
め
、
当
分
の
間
、
同
条
第
三
項
中

「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
年
以

下
の
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め

る
期
間
」
と
す
る
。

（
削
る
）

’
第
十
八
条
第
百
八
条
の
六
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の

‐

労
働
関
係
の
実
態
に
か
ん
が
み
、
労

働
関
係
の
適
正
化
を
促
進
し
、
も
っ

て
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
資
す
る

た
め
、
当
分
の
間
、
同
条
第
三
項
中

「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
年
以

下
の
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め

る
期
間
」
と
す
る
。

第
十
七
条



②’
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

１
１

表
（
略
）

Ｉ
第
八
条

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条

等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規

お
い
て
「
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法

け
る
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

げ
る
字
句
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「

七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同

応
じ
、
同
項
中
「
六
十
五
年
」
と
あ

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
お

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
褐

和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令

（
新
設
）
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’
げ
る
字
句
と
す
る
。

１
１

表
（
略
）

③
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

、
同
条
第
二
項
中
「
六
十
五
年
」
と

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項

上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ

対
す
る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
の

け
る
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

だ
し
書
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

間
の
区
分
に
応
じ
、
同
条
第
二
項
た

ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期

に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と

則
で
定
め
る
職
員
に
対
す
る
第
八
十

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の

の
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号

つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

一
条
の
六
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
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’ 表’④
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六

定
め
る
年
齢
」
と
、
同
項
た
だ
し
書

中
「
六
十
五
年
を
超
え
七
十
年
を
超

超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で

中
「
、
年
齢
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

す
る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規

掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と
し

は
「
、
六
十
年
を
超
え
六
十
五
年
を

第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

’
○

法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
お
け

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に
対

る
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正

掲
げ
る
字
句
と
、
同
項
た
だ
し
書
中

あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

「
七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ

｜
へ

略
…
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I'| 【
参
照
］

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六

十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
．
③
（
略
）

第
三
条

齢
が
六
１
１
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」

Ｉ
Ｉ
ｌ

と
す
る
。

察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ

お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
一

が
六
’
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他

る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令

（
新
設
）

⑤’

ｊ
ｌ
１
ｌ
ｊ

ゑ’
中
「
七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ

に
掲
げ
る
字
句
と
、

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

条
第
二
項
中

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規

と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同

け
る
前
項
に
規
定
す
る
職
員
に
対
す

る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定

め
る
年
齢
」
と
あ
る
の
は
「
年
齢
六

二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

十
六
年
」
と
す
る
。

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

誰|;’
「
、

年
齢
六
十
五
年
」

同
項
た
だ
し
書
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⑧
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）
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齢
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第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
（
新
設
）

令
和
二
年
法
律
第
号
）
に
よ

定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第

員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該

五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

準
則
で
定
め
る
期
間
）
に
お
い
て
、

該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で

検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当

る
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
当
分
の
間

認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官

年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す

検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確

の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官

る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度
に

’
第
九
条

当
す
る
職
員
の
う
ち
人
事
院
規
則
で

、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相

あ
っ
て
は
同
号
に
定
め
る
年
齢
と
し

。
）
が
年
齢
六
十
年
（
同
項
第
二
号

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

’に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と

う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
そ

則
で
定
め
る
職
員
及
び
同
項
第
三
号

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条

に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
の

職
を
占
め
る
職
員
並
び
に
令
和
二
年

職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
官

の
他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
を

に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
一
条
の

職
員
（
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律

の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
一
（
新
設
）
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け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う

と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お

さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当

措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る

額
と
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例

定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同

に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必

を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た

場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額

が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
か
ら

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

日
に
定
年
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の

に
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た

翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月

よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の

二
号
）
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
五

〕
可
７

》
る
当
該
除
察
官

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

月
一
日
以
後
の
当
該
職
員
の
俸
給
月

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
年

す
る
法
律
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
六

に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四

ら
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ

等
改
正
法
に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に

期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対

あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る

に
よ
り
、
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法

し
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
と

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確

に
職
員
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当

お
い
て
同
じ
。
）
に
達
す
る
日
の
属

定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
同
号
に
定

め
る
年
齢
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
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努
め
る
も
の
と
す
る
。

’ 内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供

を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日

与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の

職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他

第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

当
該
職
員
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に

合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を

違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た
場

る
。 場

合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る
退

よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た

る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給

年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
が

の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思

に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

の
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
す

二
号
）
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
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